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関駅西口駅前広場
平成２６年３月末完成を目指し、

工事に着手します

　市では、長良川鉄道関駅西側に公共交通結節機能を持った駅前広場を整備します。高

速バスや路線バス、関シティバスが乗り入れ、鉄道、自家用車などの乗り継ぎを便利にし、

観光客の増加を目指します。この工事に伴い、本年７月から工事完了まで文化会館臨時

駐車場は使用できなくなります。利用者の方にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご

協力をお願いします。

関市東桜町地内　（対象面積　約７，９００平方メートル）

①駅前広場

②駐車場（緊急時一時避難所）

■バス・一般車・タクシー乗降場、バス・観光案内所、バス待合所、トイレ

■関駅との連絡通路

■駐輪場

●駐車場機能

■駐車場　（普通自動車 170 台程度）

※駐車場利用については、有料を予定しています。なお、文化会館の利用や鉄道・バス

　などの送迎の場合は、駐車場が無料で利用できるように検討しています。

●一時避難所機能

■飲料水用貯水槽 100t １基（設置済）、防災資機材備蓄倉庫、マンホール式トイレ、　 

　太陽光発電式照明灯

　バス待合所からバス乗降場、タクシー乗降場まで、バス待合所から関駅西側ホーム

までの通路については屋根を設置します。

◆照会先　都市整備課　☎23-7981

整　備　地

整備する施設
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節電にご協力を
　今夏も電力不足が懸念されます。日ごろからご家庭でも「節電」に心掛けていただい
ていると思いますが、9 月 30 日までの、平日午前 9 時〜午後 8 時の使用電力を減らし、
無理のない節電にご協力をお願いします。

　夏の日中（午後 2 時ごろ）には、在宅世帯では平均で約 1,200 ワットの電力を消費し
ており、エアコンがその約半分を占めています。

◆緑のカーテンを育てる
　ゴーヤやアサガオなど、夏に育つつる植物を植えます。日陰を作り、熱を遮る効果が
　あります。
◆打ち水をする
　朝や夕方、コンクリートやアスファルト、バルコニーや庭などに雨水や風呂の残り水
　などで打ち水します。気化してたまった熱を逃してくれます。
◆「すだれ」や「よしず」を使う
　窓からの日差しを和らげ、エアコンの節電になります。
◆寝具を工夫する
　い草や麻のほか、汗を吸収・蒸発させる素材で寝苦しさを和らげましょう。

　このほかにも、消費電力の大きい電気製品は午前 9 時〜午後 8 時を避けて洗濯乾燥機、
ホットプレート、浴室乾燥機、電子レンジなど 1,000W を上回る消費電力の大きい電気製
品は、平日の日中（午前 9 時〜午後 8 時）を避けて使いましょう。
※節電は無理のない範囲で、熱中症などにご注意ください。
　詳しくは、資源エネルギー庁ホームページ　http://www.enecho.meti.go.jp/

資源エネルギー庁推計。在宅家庭の日中の最大使用時（約 1,200W）に対する削減率の目安

○夏の昼間（午後 2 時頃）の電気機器の使用例（在宅世帯の例）

※出典：資源エネルギー庁推計

◆照会先　生活環境課　☎23-7702

節電の基礎知識

夏を涼しく

家庭での節電メニュー
製品 節電方法 削減率

エアコン
室温は28度に（冷房の設定温度を2度上げた場合） 10％

エアコンを消し、扇風機を使う 50％

冷蔵庫 設定を「強」から「中」にし、扉を開ける時間を減らし、食品を詰め込まない 2％

照明 日中は不要な照明を消す 5％

テレビ 省エネモード設定し、画面の輝度を下げ、必要な時以外は消す
（省エネモードに設定し、使用時間を2/3に減らした場合） 2％

ジャー炊飯器 早朝にタイマー機能で1日分まとめて炊き、冷蔵・冷凍庫に保存 2％

待機電力 本体の主電源を切る。長時間使わない機器はプラグを抜く 2％

経済産業省
「夏の節電メニュー（ご家庭の皆様）」
（平成25年４月）より

エアコン
58%冷蔵庫

17%

その他 10%
待機電力 3％
温水洗浄便座 0.6％
パソコン0.4％
照明 6％
テレビ5％
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平成 25年度

ホームヘルパーを派遣し、日常生活上の援助を

行います。

1 食 390 円

の方で要介護認定の申請をしていない方

虚弱高齢者ホームヘルパー

日常生活用品のレンタル

コミュニティ・サポート

緊急時ショートステイ

配食サービス

生きがい活動支援通所

詳細については、

65歳以上で、要介護認定の申請をしていな

い方

利用料についてはお問い合わせください。

　　　　見するための居場所を知らせる機器を

貸し出します。

その他、要件があります。くわしくはお問い合

わせください。

転倒防止用金具

家具

家具転倒防止用金具

介護 も必要

高齢福祉課へお問い合わせください。

　　　　　　ます。一般アナログ回線の電話を

利用するシステムです。

工事費の

緊急通報システム

高齢者いきいき住宅改善助成

日常生活用具の給付

寝具乾燥消毒サービス 徘徊高齢者検索システム
は い か い

高齢者紙おむつ購入券支給
ねたきり高齢者等介護者慰労金

地域包括支援センター

　　　　　　　　　 で、要介護 3 以上の介護

認定を受けており、常時おむつを使用している

高齢者を介護している方

広報せき 2013.7.1
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■
高
齢
受
給
者
証
の
更
新

　

現
在
お
持
ち
の
高
齢
受
給
者
証
の
有
効

期
限
は
、７
月
31
日（
水
）で
す
。

　

高
齢
受
給
者
証
は
、70
歳
以
上
75
歳
未

満
の
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
交
付

し
て
お
り
、保
険
証
と
一
緒
に
医
療
機
関
に

提
示
し
て
も
ら
う
も
の
で
す
。所
得
な
ど
に

よ
り
自
己
負
担
割
合
を
判
定
し
、８
月
１

日
以
降
有
効
の
も
の
を
７
月
末
日
ま
で
に

郵
送
し
ま
す
。

■
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

　

証
の
申
請

　

有
効
期
限
が
７
月
31
日
ま
で
の
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
が
交
付

さ
れ
て
い
る
方
に
、申
請
の
た
め
の
案
内
を

７
月
上
旬
に
郵
送
し
ま
す
。案
内
が
届
い
て

い
な
い
方
や
、今
ま
で
認
定
証
を
お
持
ち
で

な
か
っ
た
方
で
、入
院
の
予
定
が
あ
る
な
ど

高
額
療
養
費
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方

は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。な
お
、認
定
証
の

交
付
日
は
申
請
月
の
１
日
で
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

※「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

　
証
」と
は

　

医
療
費
の
自
己
負
担
が
高
額
に
な
っ
た

時
、「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証
」を
医
療
機
関
に
提
示
す
れ
ば
、医
療

機
関
へ
の
支
払
い
が
自
己
負
担
限
度
額
ま

で
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
認
定
証
は
、保
険
税
を
滞
納
し
て
い

る
と
交
付
で
き
ま
せ
ん
。ま
た
、70
歳
以
上

の
方
は
、低
所
得
の
方（
同
一
世
帯
の
世
帯

主
お
よ
び
国
保
被
保
険
者
が
住
民
税
非
課

税
）の
み
交
付
で
き
ま
す
。

◆
照
会
先　

国
保
年
金
課（
☎
23
―
７
７

　

０
１　

23
―
７
７
３
９
）

　

収
入
の
減
少
や
失
業
な
ど
に
よ
り
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
が
経
済
的
に
困
難
な
場

合
、全
額
ま
た
は
一
部（
４
分
の
１
免
除
、半

額
免
除
、４
分
の
３
免
除
）が
免
除
に
な
る

制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

通
常
の
免
除
申
請
は
、申
請
者
本
人
、配

偶
者
お
よ
び
世
帯
主
の
所
得
が
審
査
の
対

象
に
な
り
ま
す
が
、退
職（
失
業
）時
の
免

除
申
請
は
、退
職
さ
れ
た
方
の
所
得
が
審

査
の
対
象
か
ら
除
か
れ
ま
す
。

　

病
気
や
事
故
で
障
害
が
残
っ
た
と
き
の

障
害
年
金
な
ど
の
受
給
が
で
き
ま
す
。

◆
手
続
き　

失
業
し
た
こ
と
を
確
認
で
き

る
公
的
機
関
の
証
明（
雇
用
保
険
受
給
資

格
者
証
な
ど
）の
写
し
お
よ
び
年
金
手
帳

を
持
参
し
、年
金
事
務
所
ま
た
は
国
保
年

金
課
窓
口
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
照
会
先　

美
濃
加
茂
年
金
事
務
所（
☎

　

０
５
７
４
―
25
―
８
１
８
１
）、国
保
年

　

金
課
年
金
係（
☎
23
―
６
７
２
４
）



◆照会先　高齢福祉課　☎23-7734

後期高齢者医療制度についてのお知らせ

●保険料のお支払いを年金から口座振替に変更できます

●平成25年度の保険料の軽減措置について

●平成25年度の保険料額が決定しました

　保険料は、口座振替でのお支払いに切り替えることができます。口座振替によるお支払いを希望される方は高齢福祉課
にお問い合わせください。

①均等割額の軽減
　世帯の所得に応じて、均等割額が軽減されます。（詳しくは、高齢福祉課にお問い合わせください。）
②所得割額の軽減
　所得割額を負担する方のうち、基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方は、所得割額が一律5割軽減されます。
③被用者保険の被扶養者であった方の軽減
　被用者保険※の被扶養者であった方は、所得割額の負担はなく、均等割額が9割軽減されます。
　 ※被用者保険 … 協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称（国民健康保険・国民健康保険組合は含まれません。）

　保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となり、
平成25年度の保険料は平成24年中の所得を基に個人単位で計算されます。
　5月末までに岐阜県の後期高齢者医療制度の被保険者になられた方に対して、7月中旬に「後期高齢者医療保険料額決定
通知書」をお送りします。保険料額や納付方法が記載されていますので、ご確認ください。

　後期高齢者医療制度の保険証（後期高齢者医療被保険者証）は、関市に住所を有するすべての75歳以上の方と、65歳か
ら74歳の方で一定の障がいがあり、後期高齢者医療制度に加入された方に交付されます。
　現在の保険証の有効期限は平成25年7月31日となっていますので、8月1日からは7月中にお送りする新しい保険証をご使
用ください。
　新しい保険証は、現在のうすい緑色から、うすい紫色になります。

均等割額 所得割額

被保険者1人当たり
40,670円

被保険者の所得※ ×
所得割率  7.83％
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氏　　　　名 広域　太郎

有   効   期   限 平成２5年７月３１日

○ 割一部負担金の
割　　　　合

後期高齢者医療被保険者証　有効期限
被保険者番号○○○○○○○○　平成２5年７月３１日
住 所

氏 名
生 年 月 日
資格取得年月日
発 効 期 日
交 付 年 月 日
一部負担金の割合
保 険 者 番 号
保 険 者 名

岐阜市柳津町宮東１丁目１番地

広域　太郎　　　　　　性　別　男
昭和○○年○○月○○日
平成○○年○○月○○日
平成○○年○○月○○日
平成○○年○○月○○日

　　　　　○ 割
　　○○○○○○○○
岐阜県後期高齢者医療広域連合
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※所得＝総所得金額等－基礎控除額33万円

【保険料の決まり方】

平成25年度の保険料

被保険者番号 ○○○○○○○○ 被保険者番号 ○○○○○○○○

限度額55万円（年額）
100円未満切捨て

●保険証（被保険者証）を更新します

《７月３１日まで・うすい緑色》 《8月１日から・うすい紫色》

氏　　　　名 広域　太郎

有   効   期   限 平成２6年７月３１日

○ 割一部負担金の
割　　　　合

後期高齢者医療被保険者証　有効期限
被保険者番号○○○○○○○○　平成２6年７月３１日
住 所

氏 名
生 年 月 日
資格取得年月日
発 効 期 日
交 付 年 月 日
一部負担金の割合
保 険 者 番 号
保 険 者 名

岐阜市柳津町宮東１丁目１番地

広域　太郎　　　　　　性　別　男
昭和○○年○○月○○日
平成○○年○○月○○日
平成○○年○○月○○日
平成 2 5 年  　8月  　1日

　　　　　○ 割
　　○○○○○○○○
岐阜県後期高齢者医療広域連合



◆照会先　商工課　☎23-6752

商工業者・勤労者に対する市の
補給・補助金制度を紹介します
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関市小口融資の運転資金を借りた方への保証料補給
　　　　　信用保証料率の1％以内の額
　　　　　融資を受けた日から3カ月以内に当課へ

市内に事業所があり、従業員が20人以下（商業・サービス業については5人以下）の法人または個人で、市内で1年
以上同一事業を営む方への資金融資

国内外での見本市出展に要する経費のうち、小間料の3分の1以内の額の補助金を交付する制度
平成25年4月以降の出展について、次のとおり拡充・変更しました。
●1回の出展見本市に対する補助金の限度額を
　国内で出展する見本市・・・5万円 → 10万円
　海外で出展する見本市・・・10万円 → 20万円
　に、それぞれ拡充しました。
●1年度内に1事業所に交付する補助金の限度額を、20万円から30万円に拡充しました。
●支払った小間料の額が3万円未満となる出展については、補助対象外としました。

関市外から市内へ立地した企業や市内企業の移設・増設について工場等の投資額が基準規模以上の場合、工場等
に係る固定資産税相当額を限度とした奨励金を交付する制度
平成25年4月以降、この制度について次のとおり拡充しました。
●対象業種を拡充しました。
●工場等設置奨励金の交付年度を、3年度間から5年度間へ拡充しました。

市内に居住し、かつ事業所に勤務し賃金、給料の支給を受けている方または従業員3人以下（家族従業員を除く）
の小規模事業を営んでいる方で、1年以上勤務している方への資金融資

市内で1年以上同一事業を営んでおり、金融機関等から設備資金のための融資を受けた中小企業の方への利子補給
　　　　　農業、林業、漁業、金融・保険業以外の業種を営んでいる方など（詳細については当課へ）
　　　　　経営合理化のための機械、営業車（乗用車には営業登録が必要）、備品の購入、設置及びこれらに伴う
　　　　　工場又は店舗の増築
　　　　　借入元金1,000万円以内（所得制限あり）で年利2％以内の利子1年分
　　　　　融資を受けた日から1年以内に当課へ

岐阜県中小企業資金融資の経営安定資金のうち、同和
地区小規模事業資金の運転資金、設備資金を借りた方
への保証料補給
　　　　　信用保証料率の1％以内の額
　　　　　融資を受けた日から3カ月以内に当課へ

前述以外の岐阜県中小企業資金融資の運転資金を借り
た方への保証料補給
　　　　　対象融資500万円までの信用保証料額のう
　　　　　ち信用保証料率の1％以内の額
　　　　　融資を受けた日から3カ月以内に当課へ

岐阜県中小企業資金融資のうち小規模企業資金の運転
資金を借りた方への保証料補給
　　　　　信用保証料率の1％以内の額
　　　　　融資を受けた日から3カ月以内に当課へ

岐阜県中小企業資金融資のうち、元気企業育成資金の
運転資金を借りた方への保証料補給
　　　　　対象融資1,000万円までの信用保証料額の
　　　　　うち信用保証料率の1％以内の額
　　　　　融資を受けた日から3カ月以内に当課へ

○信用保証料補給○

申 し 込 み
補 給 額

申 し 込 み
補 給 額

申 し 込 み
補 給 額

対 象 設 備
対 象 事 業

申 し 込 み
補 給 額

申 し 込 み

補 給 額

申 し 込 み

補 給 額

○小口融資○

○事業所従業者等生活資金融資○

このほか商工業関係では、次の奨励金・補助金制度について、拡充しました。

○中小企業設備資金利子補給○

補
給
制
度

融
資
制
度

企
業
立
地
促
進

奨
励
金
制
度

見
本
市
出
展
事
業

費
補
助
金
制
度
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運
動
の
始
ま

運
動
の
始
ま
りり

　
戦
後
間
も
な
い
こ
ろ、
貧
困
を
原
因
の
一

つ
と
す
る
子
ど
も
た
ち
の
非
行
が、
大
き
な

社
会
問
題
に
な
っ
て
い
ま
し
た。
昭
和
　
年
24

7
月、
東
京
・
銀
座
商
店
街
の
延
べ
2
0
0
0

人
も
の
人
々
が
立
ち
上
が
り、「

不
幸
な
子

ど
も
達
を
救
い
ま
せ
う」

の
看
板
を
掲
げ、

犯
罪
予
防
と
少
年
保
護
を
訴
え
る「

銀
座

フ
ェ
ア」

を
開
催。
こ
の
市
民
運
動
が
き
っ

か
け
と
な
り、「

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動」

が
始
ま
り
ま
し
た。

　
地
域
社
会
で
子
ど
も
た
ち
を
守

地
域
社
会
で
子
ど
も
た
ち
を
守
るる

　
こ
こ
数
年、
少
年
に
よ
る
凶
悪
重
大
な
事

件
が
相
次
ぎ、
ま
た、
い
じ
め、
不
登
校、
ひ

き
こ
も
り
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
起

こ
っ
て
い
ま
す。
一
方、
子
ど
も
た
ち
が
性

犯
罪
や
児
童
虐
待
な
ど、
悲
し
い
事
件
の
被

害
者
と
な
っ
て
し
ま
う、
何
と
も
や
り
き
れ

な
い
事
件
が
起
こ
っ
て
い
る
の
も
実
情
で
す。

　
次
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
を
非
行
や
犯
罪

か
ら
守
る
た
め
に
は、
地
域
社
会
が
一
体
と

な
っ
て、
社
会
環
境
の
浄
化
に
取
り
組
む
こ

と
が
大
切
で
す。

　
地
域
社
会
が
更
生
を
助
け

地
域
社
会
が
更
生
を
助
け
るる

　
犯
罪
を
犯
し
た
人
や
非
行
に
陥
っ
た
少
年

も
い
ず
れ
は
地
域
に
戻
り、
地
域
の
一
員
と

し
て
生
活
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す。
更

生
と
社
会
復
帰
を
図
る
た
め
に
は、
本
人
の

強
い
意
志
と
と
も
に、
家
庭
や
職
場、
学
校、

地
域
の
方
々
の
理
解
と
協
力
が
不
可
欠
と
な

り
ま
す。
こ
の
理
解
と
協
力
は、
犯
罪
や
非

行
の
原
因、
背
景
に
対
す
る
認
識
を
深
め、

防
止
に
も
つ
な
が
る
は
ず
で
す。

　

い
き
い
き

し
た

「

い
き
い
き」

し
た
 

明
る
い
地
域
社
会

　
　
　
　
明
る
い
地
域
社
会
をを

　「

い
き
い
き」

と
心
豊
か
に
暮
ら
せ
る
こ
と

は、
だ
れ
も
が
持
つ
共
通
の
願
い
の
は
ず
で

す。
人
と
人、
心
と
心
が
触
れ
合
う
こ
と
の

で
き
る
地
域
社
会
づ
く
り
が
大
切
で
す。

 福祉政策課 緯２３―９３４
〈照会先〉福祉政策課 ☎２３―９０３２

第63回社会を明るくする運動 

 7月は「社会を明るくする運動」
強調月間です

　「社会を明るくする運動」は、すべての国民が、犯罪
や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解
を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や
非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。

～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～

相談員の皆さん  　　　　―敬称略―気
軽
に
ご
相
談
を

電 話住　 所氏 名
22― 3642下 有 知宮 本　  洪  純 

ひろ ずみ

22― 3485鋳物師屋伊 佐 地  金 
かね

 嗣 
つぐ

22― 2644小 瀬足 立　 　 勝

22― 8642仲 町塚 原　 孝 子

24― 1618中福野町木 戸　 道 子

　
犯
罪
や
非
行
予
防、
更
生
保
護
に
関
す
る
相
談
を
保
護
司
が
行っ
て
い
ま
す。
秘
密
は
必
ず
守
ら
れ
ま
す
の
で、
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い。（

来
訪
の
際
は、
事
前
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い。）

47― 2638上 之 保酒 井　  啓  道 
けい どう

23― 0399東 仙 房亀 山　 静 子

0581―57―6733板 取長 屋　  長  久 
たけ ひさ

22― 0858東日吉町紀 藤　  昌 
しょう

 行 
こう

29― 0532小 野大 野　 恭 三

28― 3257小 屋 名亀 山　 良 平

49― 2048下 之 保國 光　 正 宏

24― 5443西 田 原平 田　 良 雄

49― 2911富 之 保長 尾　  嘉  市 
か いち

22― 6044鋳物師屋早 川　 弘 昭

22― 0992常 盤 町安 田　  好  良 
たか よし

28― 4164下 白 金森　 と き 枝

46― 3263武芸川町谷口吉 田　 正 道

22― 0563吉 田 町清 水　 善 光

22― 3617十 軒 町清 水　 宗 夫

22― 8282旭 ヶ 丘河 村  登志子

28― 2634上 白 金小 澤　 咲 枝

23― 2018豊 岡 町水 口　 　 勲

22― 3718下 有 知尾 口　 文 良

22― 6017朝 倉 町日 野　 安 晃

22― 9572春 日 町新 海　 正 美

22― 5904西 田 原川 村 守 雄

22― 4390肥 田 瀬遠 藤 兵 庫

46― 3006武芸川町平小 川  哲   秀 
のり ひで

22― 0350倉 知竹 山  玄  道 
げん どう

28― 3764山 　 田塚  原　眞 一 郎

22― 7818肥 田 瀬早   川　    誠   一

明るい社会
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時間 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 申し込み
締め切り日

関市保健
センター

9:30～
11:30 8月5日（月） 8月19日（月） 9月2日（月） 9月12日（木） 9月26日（木） 10月7日（月） 7月22日(月)

武芸川保健
センター

10:00～
12:00 8月2日（金） 8月16日（金） 8月30日（金） 9月13日（金） 10月4日（金） 10月11日（金） 7月19日（金）

武儀保健
センター

10:00～
12:00 10月9日（水） 10月22日（火） 11月5日（火） 11月19日（火） 12月3日（火） 12月17日（火） 9月25日（水）

洞戸保健
センター

9:30～
11:30 10月10日（木）10月24日（木） 11月8日（金） 11月21日（木） 12月6日（金） 12月19日（木） 9月26日（木）

広報せき 2013.7.1

●参加費　　無料
●対　象　　65歳～74歳の方
●定　員　　各会場20人（申し込み多数の場合は抽選。結果は後日連絡します。）
●申込・照会先

●日時・場所

関市保健センター
武芸川保健センター
武儀（上之保）保健センター
洞戸（板取）保健センター

☎24-0111
☎46-2899
☎40-0020
☎0581-58-2204

23-6757
46-1270
49-3189
0581-58-2202

『これから』をもっと楽
・
し
・
み
・
た
・
い
・
６
・
０
・
歳
・
・７

・
０
・
歳
・
代
・
のあなたへ

アップ教室脳 力
懐かしい歌の歌唱、レクリエーショ
ン、料理などを体験しながら、仲間と
一緒に『認知症』を予防する方法を
学ぶ教室です。

全６回コースの教室です。

照会先 氷見市企画政策課　 0766-74-8007

　昨年、大好評だった姉妹都市の皆さん

へのプレゼント進呈企画を今年もやりま

す！氷見市に宿泊された姉妹都市にお住

まいの方、先着 1,000 人に氷見市の特産

品をプレゼントします。関市民の皆さん、

この機会に氷見市に宿泊しませんか。天

からのプレゼント、パノラマのように広

がる日本海から昇る幻想的な朝日を見る

ことができるかもしれません。いつ氷見

に来るの？「今でしょ！」

姉妹都市だより 氷見市から

氷見市に来られ！

51

※プレゼントは「ひみ番屋街」内に

　ある「氷見市観光情報センター」

　でお渡しします。宿泊したことが

　分かる領収書と住所の分かるもの

　（免許証など）をお持ちください。
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